
政
令
第

号

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九

号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
農
地
の
傾
斜
に
よ
る
生
産
条
件
の
著
し
い
格
差
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
農
作
物
の
栽
培
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
九
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
九
日
以
後
に
発

生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


